
 

担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

規
　

　

　

則

】

 

○
　

岡

山

県

税

条

例

施

行

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

税

務

課

 
 

る

規

則

 
 

（

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

【

告
　

　

　

示

】

○
　

一

般

乗

合

用

の

バ

ス

の

取

得

に

係

る

自

動

車

税

交

通

政

策

課

の

環

境

性

能

割

の

非

課

税

措

置

の

対

象

と

な

る

路
 

線

の

指

定

の

廃

止

 

（

県

例

規

集

登

載

） 

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
七
号

 
　

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

 
岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

（
岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

　

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

第
一
条

 

う
に
改
正
す
る
。

 

第
六
条
の
三
第
三
号
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

 

第
八
条
中
「
、
第
百
五
条
の
十
六
第
四
項
」
を
削
る
。

第
十
二
条
の
二
第
二
号
中
「
自
動
車
税
種
別
割
完
納
証
明
」
を
「
自
動
車
税
完
納
証
明
」
に
改
め

 

る
。第

十
四
条
の
表
二
十
の
項
中
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
種
別
割
減
免
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税

減
免
申
請
書
」
に
改
め
、
「
第
百
五
条
の
十
六
第
四
項
及
び
」
を
削
り
、
同
表
二
十
一
の
項
中
「
自

 

動
車
税
環
境
性
能
割
・
種
別
割
減
免
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税
減
免
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
の
二
第
八
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の

 

八
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
か
ら
第
二
十
七
条
の
七
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
七
条
の
八
を
第
二
十
七
条
の
二

 

と
す
る
。

 

第
二
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
自
動
車
税
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

 

第
二
十
九
条
の
二
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
四
の
見
出
し
及
び
第
二
十
九
条
の
五
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
種
別
割
」
を
「
自

 

動
車
税
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
六
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
を

 

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

自
動
車
登
録
番
号
の
う
ち
分
類
番
号
（
自
動
車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七

号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
分
類
番
号
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
令
別
表

第
二
の
六
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
自
動
車
検
査
証
の
車
体
の
形
状
の
欄
が
次

 

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動
車

 

イ　

車
い
す
移
動
車

 

ロ　

入
浴
車

 

ハ　

身
体
障
害
者
輸
送
車

第
二
十
九
条
の
六
中
第
二
項
を
第
五
項
と
し
、
第
一
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
か
ら
第

 

三
項
ま
で
と
し
て
次
の
三
項
を
加
え
る
。

条
例
第
百
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
身
体
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
の
う
ち
規
則
で
定

 

め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
次
項
第
一
号
及
び
第
二
十
九
条
の
八
第
二
項
第
一
号

に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該

 

当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

障
害
の
区
分

障
害
の
級
別

令和８年３月３１日　岡山県公報　号外



視
覚
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
四
級
の
一

聴
覚
障
害

二
級
及
び
三
級

平
衡
機
能
障
害

三
級

音
声
機
能
の
障
害

三
級
（
気
管
を
開
口
し
て
い
る
者
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

上
肢
不
自
由

一
級
及
び
二
級

下
肢
不
自
由

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級

体
幹
不
自
由

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
五
級

乳
幼
児

上
肢
機
能

一
級
及
び
二
級
（
一
上
肢
の
み
に
運
動
機
能
障
害
が
あ
る
場
合
を

 

期
以
前

除
く
。
）

の
非
進

 
 

行
性
脳

移
動
機
能

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級

病
変
に

よ
る
運

動
機
能

障
害

心
臓
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

じ
ん
臓
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

呼
吸
器
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

 
 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

一
級
及
び
三
級

の
機
能
障
害

小
腸
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

 
 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

 

ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
障
害

肝
臓
機
能
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

二　

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
戦
傷
病
者
手
帳
（
次
項
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
の
八
第
二
項

第
二
号
に
お
い
て
「
戦
傷
病
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
（
大
正

十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
の
二
又
は
第
一
号
表
の
三
に
定
め
る
障
害
の
程
度
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に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

障
害
の
区
分

障
害
の
程
度

視
覚
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

聴
覚
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

平
衡
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

音
声
機
能
の
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項
症
（
気
管
を
開
口
し
て
い

 
る
者
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

上
肢
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

下
肢
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第

 

三
款
症
ま
で
の
各
款
症

体
幹
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第

 

三
款
症
ま
で
の
各
款
症

心
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

じ
ん
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

呼
吸
器
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

の
機
能
障
害

小
腸
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

肝
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

２　

条
例
第
百
十
三
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
該
当
し
て
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け

る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
第
一
号
の
身
体
に
障
害
を
有
し
歩
行

が
困
難
な
者
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す

 

る
。

一　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
別
表
第
五
号
に

 

定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

障
害
の
区
分

障
害
の
級
別

視
覚
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
四
級
の
一
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聴
覚
障
害

二
級
及
び
三
級

平
衡
機
能
障
害

三
級

音
声
機
能
の
障
害

三
級
（
気
管
を
開
口
し
て
い
る
者
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

上
肢
不
自
由

一
級
及
び
二
級

下
肢
不
自
由

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

体
幹
不
自
由

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

乳
幼
児

上
肢
機
能

一
級
及
び
二
級
（
一
上
肢
の
み
に
運
動
機
能
障
害
が
あ
る
場
合
を

 

期
以
前

除
く
。
）

の
非
進

行
性
脳

移
動
機
能

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
（
三
級
の
う
ち
一
下
肢
の
み
に
運
動

 

 

病
変
に

機
能
障
害
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

よ
る
運

動
機
能

障
害

心
臓
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

じ
ん
臓
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

呼
吸
器
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

 
 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

一
級
及
び
三
級

の
機
能
障
害

小
腸
機
能
障
害

一
級
及
び
三
級

 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
障
害

肝
臓
機
能
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

二　

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
別
表
第
一
号
表
の
二
又
は
第
一
号
表
の
三

 

に
定
め
る
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

障
害
の
区
分

障
害
の
程
度
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視
覚
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

聴
覚
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

平
衡
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

音
声
機
能
の
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項
症
（
気
管
を
開
口
し
て
い

 

る
者
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）

上
肢
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

下
肢
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

体
幹
不
自
由

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症

心
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

じ
ん
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

呼
吸
器
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

の
機
能
障
害

小
腸
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

肝
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

３　

条
例
第
百
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
精
神
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
の
う
ち
規
則
で
定

め
る
も
の
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
第
二
十
九
条

の
八
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
障

害
の
程
度
が
重
度
で
あ
る
も
の
又
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
立
支

援
医
療
費
の
支
給
認
定
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
定
め
る
一
級
の
精
神
障
害

 

の
状
態
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

 

第
二
十
九
条
の
七
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
前
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
八
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動

車
税
環
境
性
能
割
・
種
別
割
減
免
申
請
書
（
身
体
障
害
者
等
用
）
又
は
自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
種

別
割
減
免
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税
減
免
申
請
書
（
身
体
障
害
者
等
用
）
又
は
自
動
車
税
減
免
申
請

書
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
六
第
四
項
第
二
号
」
に
、

「
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
を
「
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九

十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
次
項
に
お
い
て
「
免
許
情
報

記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の

六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
を
「
精
神
保
健
及
び
精
神
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障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
の
七

第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
」
を
「
当
該
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
道
路
交

通
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
の
印
を
押
印
す
る
」
を
「
で
あ
る
旨
の
表
示

 

を
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
印
に
」
を
「
表
示
に
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
一
の
項
及
び
二
の
項
を
削

り
、
同
表
三
の
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
課
税
免
除
申
告
書
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
申
告
書
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
の
項
と
し
、
同
表
四
の
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
課
税
免
除
該
当
自
動
車

運
転
日
誌
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
該
当
自
動
車
運
転
日
誌
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
の
項
と

し
、
同
表
中
五
の
項
を
三
の
項
と
し
、
同
表
六
の
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に

改
め
、
同
項
を
同
表
四
の
項
と
し
、
同
表
七
の
項
を
削
り
、
同
表
八
の
項
中
「
自
動
車
税
減
免
申
請

済
印
」
を
「
自
動
車
税
減
免
申
請
済
で
あ
る
旨
の
表
示
」
に
改
め
、
「
第
二
十
七
条
の
七
第
四
項
及

び
」
を
削
り
、
同
項
を
同
表
五
の
項
と
し
、
同
表
九
の
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
課
税
免
除
該
当
通

知
書
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
該
当
通
知
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
の
項
と
し
、
同
表
十
の

項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
課
税
免
除
非
該
当
通
知
書
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
非
該
当
通
知
書
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
七
の
項
と
し
、
同
表
十
一
の
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
八
の
項
と
し
、
同
表
十
二
の
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」

に
改
め
、
同
項
を
同
表
九
の
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
自
動
車
税
種
別
割

課
税
免
除
該
当
自
動
車
運
転
日
誌
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
該
当
自
動
車
運
転
日
誌
」
に
改
め
、

 

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

様
式
第
三
号
（
そ
の
二

自
動
車
税
種
別
割
（
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
）
一
般
用
）

…

自
動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書

自
動
車
税
納
税
証
明
書
　

自
動
車

中
「

」
を
「 

　

 
」
に
、
「

（表）

，

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式

中
「

」
を
「

」

税
種
別
割

自
動
車
税

自
動
車
税
種
別
割

自
動
車
税

，

（裏）

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
（
そ
の
二

自
動
車
税
（
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
）
一

…

 

般
用
）
と
す
る
。

様
式
第
三
号
（
そ
の
三

自
動
車
税
種
別
割
（
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
）
電
算
用
）
中

…

自
動
車
税
種
別
割
納
税
証
明
書

自
動
車
税
納
税
証
明
書
　

自
動
車
税
種

「

」
を
「 

　

 

」
に
、
「，

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
（
そ
の
三

自
動
車
税
（
継
続
検
査

別
割

自
動
車
税

…

，

 

・
構
造
等
変
更
検
査
用
）
電
算
用
）
と
す
る
。

 

　

（
岡
山
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

　

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
二
条

 

に
改
正
す
る
。

 

第
百
三
十
五
条
第
七
項
及
び
第
九
項
中
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
に
係
る
事
務
及
び
」
を
削
る
。

 

　

（
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
改
正
）

　

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
三
条

 

に
改
正
す
る
。

第
条
の

地
方

別
表
第
三
税
務
課
の
部
２
の
項
５
中
「

1
0
5

1
6

」
を
削
り
、
同
部
３
の
項
２
中
「

，

消
費
税
清
算
金

利
子
割
清
算
金
及
び
地
方
消
費
税
清
算
金

地
方
税
法

地
方

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

税
法
第

条
の

環
境
性
能
割
交
付
金

及
び

7
1

2
5

」
に
改
め
、
同
部
９
の
項
１
中
「

」
を
削
り
、
「

，
，

」
を
「

」
に
改
め
、

自
動
車
取
得
税
交
付
金

自
動
車
取
得
税
交
付
金
及
び
環
境
性
能
割
交
付
金

，

第
条
の
６

第
条

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

「

1
7
7

」
を
削
り
、
「

1
4
3

」
の
次
に
「

，
，

（

）
（1

0

「

」

）

令
和
８
年
法
律
第
　
号

の
項
に
お
い
て

令
和
８
年
地
方
税
法
等
改
正
法

と
い
う

。

第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第

条
の
６

軽
自
動

1
7
7

」
を
加
え
、
同
部

の
項
中
「

10

車
税
の
環
境
性
能
割
に

令
和
８
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

」
を
「

1
5
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な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に

地

」
に
改
め
、
同
項
１
中
「

」
を
「

」
に
、

方
税
法

令
和
８
年
地
方
税
法
等
改
正
法
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法

「
「

」
を
「
「

」
に
改
め
、
同
項
２
か
ら
４
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め

法
旧
法

法
旧
法

 
る
。

 

　

（
岡
山
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
）

　

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

第
四
条 

る
。第

百
七
十
三
条
第
十
三
号
中
「
環
境
性
能
割
」
の
下
に
「
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
八
年
法
律
第　

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
百
四
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
環
境
性
能
割
を
い
う
。
）
」
を
加
え

 

る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

（
経
過
措
置
）

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の

規
定
中
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
す

 

る
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

 

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

４　

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５　

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
岡
山
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
八
年
岡
山
県
条

例
第
六
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
七
号
。

附
則
第
七
項
に
お
い
て
「
令
和
八
年
改
正
前
条
例
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割

を
課
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
自
動
車
（
次
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
新

規
則
第
十
二
条
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
道
路
運
送
車
両
法
」
と
あ
る

の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第　

号
）
附
則
第
二
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
道
路
運
送
車
両
法
」
と
、
「
自
動
車
税
完
納
証
明
」
と

 

あ
る
の
は
「
自
動
車
税
等
完
納
証
明
」
と
す
る
。

６　

令
和
元
年
度
以
前
の
年
度
分
の
岡
山
県
税
条
例
及
び
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
係
る
県
税
の
特
例

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
岡
山
県
条
例
第
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
税
条
例
に
規
定
す
る
自
動
車
税
を
課
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
自
動
車
に
つ
い
て

の
新
規
則
第
十
二
条
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
道
路
運
送
車
両
法
」
と

あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第　

号
）
附
則
第
二
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
道
路
運
送
車
両
法
」
と
、
「
自
動
車
税
完
納
証

 

明
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
税
等
完
納
証
明
」
と
す
る
。

７　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第

二
十
九
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
度
中
に
提
出
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
申
請
書

 

は
、
新
規
則
第
二
十
九
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
と
み
な
す
。

８　

旧
規
則
第
二
十
九
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
度
中
に
提
出
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す

 

る
継
続
申
請
書
は
、
新
規
則
第
二
十
九
条
の
八
第
五
項
に
規
定
す
る
継
続
申
請
書
と
み
な
す
。

９　

令
和
八
年
改
正
前
条
例
第
百
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
に
係
る
令
和
八

年
改
正
前
条
例
に
規
定
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
税
の
種
別
割

の
減
免
を
自
動
車
税
の
減
免
と
み
な
し
て
、
新
規
則
第
二
十
九
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

項
に
規
定
す
る
継
続
申
請
書
に
よ
っ
て
自
動
車
税
の
減
免
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
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る
。

　

当
分
の
間
、
新
規
則
様
式
第
三
号
（
そ
の
二

自
動
車
税
（
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
）

…

10
一
般
用
）

中
「

」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
同
様
式

自
動
車
税
の

自
動
車
税
・
自
動
車
税
種
別
割
の

（表）

中
「

」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
新
規
則
様
式
第
三
号

自
動
車
税

自
動
車
税
・
自
動
車
税
種
別
割

（裏）（
そ
の
三

自
動
車
（
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検
査
用
）
電
算
用
）
中
「

」
と
あ
る

…

自
動
車
税
の

 

の
は
「

」
と
す
る
。

自
動
車
税
・
自
動
車
税
種
別
割
の
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
三
号 

 

平
成
二
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号
□
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
の
取
得
に
係
る
自
動
車
税
の

環
境
性
能
割
の
非
課
税
措
置
の
対
象
と
な
る
路
線
の
指
定
□
は
廃
止
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
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